
自転車・特定小型原動機付自転車の
交通ルールの理解・遵守の徹底

交通安全シンボルマーク

通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
高齢者を交通事故の被害者にも加害者にもさせないための取組の推進
自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底

7月13日（月）
7月14日（火）
7月15日（水）
7月16日（木）

統一行動日

「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の
安全運転意識の向上

住みよい山口  いつも心に  交通安全令和8年

運 動 の 重 点

通学路・生活道路における
こどもを始めとする歩行者の安全確保

10日間

交通安全
県民運動の

令和8年 7月11日（土）▶20日（月）実施期間

高齢者を交通事故の被害者にも加害者にも
させないための取組の推進

主催：交通安全山口県対策協議会 問合せ先　事務局 環境生活部県民生活課  TEL 083-933-2619



山口県警察

横断歩行者見逃していませんか？
横断しようとしている歩行者がいたら、
その横断歩道の手前で一時停止し、歩行
者の横断を妨げないようにしなければ
なりません。横断歩行者を見逃さない 
ようにしましょう。 

ダイヤマーク◇の道路標示に注目

前方に横断歩道等があること
を示しています︕ 

横断歩道付近を
よく見ることが重要です！

飲酒運転は、重大事故に繋がる危険な行為です。 
自動車も自転車も飲酒運転は絶対にしてはいけません︕


